
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
公
印
を
新
調
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

一
四
九

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

一
四
九

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

一
四
九

○
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
五
〇

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
二
件

一
五
一

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件
四
件

一
五
一

公

告

○
地
方
税
法
に
よ
り
特
約
業
者
を
指
定
し
た
件

一
五
三

○
争
議
行
為
を
行
う
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
五
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件
二
件

一
五
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
五
三

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

一
五
四

告

示

福
島
県
告
示
第
百
六
十
五
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
新
調
し
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
印

番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー

所
長
印
（
福
島
県
農
業
総
合

浜
地
域
農
業
再
生
研
究
セ

20の３

セ
ン
タ
ー
浜
地
域
農
業
再
生

ン
タ
ー
所
長

研
究
セ
ン
タ
ー
用
）

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

医
療
法
人
社
団
小
野
病
院

喜
多
方
市
字
沼
田
六
九
九
四
番
地

平
成
三
一
年
三
月
一
四
日

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
片
倉

い
わ
き
市
久
之
浜
町
末
続

変
更
前

Ａ

六
・
二
〜

一
八
一
・
九

末
続
停
車

字
岸
内
七
〇
番
地
先
か
ら

九
・
五

場
線

同

市
久
之
浜
町
末
続

Ｂ

六
・
七
〜

二
二
六
・
〇

字
代
一
九
番
地
先
ま
で

一
九
・
三
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変
更
後

Ａ

六
・
二
〜

一
八
一
・
九

九
・
五

Ｂ

六
・
七
〜

二
二
六
・
〇

二
二
・
二

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
八
号

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
、
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
三
日
付
け
で
北
陸
地
方
整
備
局
長
か

ら
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福

島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

備

考

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

南
会
津
郡
只
見
町

変
更
前

Ａ

一
・
八
〜

六
、
四
八
九
・

上
記
Ａ
、

二
八
九
号

大
字
叶
津
字
木
ノ

二
・
八

〇

Ｂ
、
Ｃ

根
山
国
有
林
山
口

及
び
Ｄ

事
業
区
一
二
五
林

は
関
係

班
ろ
小
班
地
先
か

図
面
に

ら

表
示
す

同

郡
同

町

る
敷
地

大
字
叶
津
字
木
ノ

の
区
分

根
山
国
有
林
山
口

を
い
う
。

事
業
区
一
二
五
林

班
イ
小
班
地
先
ま

で南
会
津
郡
只
見
町

Ｂ

九
・
二
〜

一
、
九
四
三
・

大
字
叶
津
字
木
ノ

七
一
・
〇

〇

根
山
国
有
林
山
口

事
業
区
一
二
六
林

班
い
一
小
班
地
先

か
ら

同

郡
同

町

大
字
叶
津
字
木
ノ

根
山
国
有
林
山
口

事
業
区
一
二
五
林

班
イ
小
班
地
先
ま

で南
会
津
郡
只
見
町

Ｃ

一
〇
・
〇
〜

一
、
四
六
〇
・

大
字
叶
津
字
木
ノ

一
一
七
・
〇

〇

根
山
国
有
林
山
口

事
業
区
一
二
六
林

班
ろ
小
班
地
先
か

ら同

郡
同

町

大
字
叶
津
字
木
ノ

根
山
国
有
林
山
口

事
業
区
一
二
六
林

班
い
一
小
班
地
先

ま
で

南
会
津
郡
只
見
町

変
更
後

Ａ

一
・
八
〜

六
、
四
八
九
・

大
字
叶
津
字
木
ノ

二
・
八

〇

根
山
国
有
林
一
一

二
五
林
班
ろ
一
小

班
地
先
か
ら

同

郡
同

町

大
字
叶
津
字
木
ノ

根
山
国
有
林
一
一

二
五
林
班
い
一
小

班
地
先
ま
で

南
会
津
郡
只
見
町

Ｂ

九
・
二
〜

一
、
九
四
三
・

大
字
叶
津
字
木
ノ

七
一
・
〇

〇

根
山
国
有
林
一
一

二
六
林
班
い
一
小

班
地
先
か
ら

同

郡
同

町

大
字
叶
津
字
木
ノ

根
山
国
有
林
一
一

二
五
林
班
い
一
小

班
地
先
ま
で

南
会
津
郡
只
見
町

Ｃ

一
〇
・
〇
〜

一
、
四
六
〇
・

大
字
叶
津
字
木
ノ

一
一
七
・
〇

〇
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根
山
国
有
林
一
一

二
六
林
班
ろ
小
班

地
先
か
ら

同

郡
同

町

大
字
叶
津
字
木
ノ

根
山
国
有
林
一
一

二
六
林
班
い
一
小

班
地
先
ま
で

南
会
津
郡
只
見
町

Ｄ

一
〇
・
〇
〜

二
、
二
二
五
・

大
字
叶
津
字
木
ノ

一
九
三
・
五

〇

根
山
国
有
林
一
一

二
六
林
班
イ
二
小

班
地
先
か
ら

同

郡
同

町

大
字
叶
津
字
木
ノ

根
山
国
有
林
一
一

二
六
林
班
ろ
小
班

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
六
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

い
わ
き
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

い
わ
き
都
市
計
画
公
園
事
業

四
・
四
・
三
号

豊
間
公
園

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日

四

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で

（
変
更
後
）

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

い
わ
き
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

い
わ
き
都
市
計
画
公
園
事
業

七
・
五
・
五
号

勿
来
の
関

公
園

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日

四

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）

平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

（
変
更
後
）

平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

五

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
二
月
八
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

株
式
会
社
富
久

郡
山
市
富
久
山
町
福

平
成
二
八
年
四
月
一
日
か
ら

株
式
会
社
富
久
山
自
動

山
自
動
車
教
習

原
字
町
裏
三
八
番
一

平
成
三
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

車
教
習
所

所

郡
山
市
富
久
山
町
福
原

字
水
穴
一
番
地

福
島
県
田
村
地

田
村
郡
三
春
町
大
字

同

福
島
県
田
村
地
区
交
通

区
交
通
安
全
協

熊
耳
字
下
荒
井
一
九

安
全
協
会

小
野
支
所

会

会
長

村

四
番
地

田
村
郡
小
野
町
大
字
小

上

英
治

野
新
町
字
小
太
内
一
三

番
地

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
二
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
二
月
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称
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及
び
所
在
地

郡
山
北
地
区
交

郡
山
市
富
田
町
字
下

平
成
二
八
年
四
月
一
日
か
ら

郡
山
北
地
区
交
通
安
全

通
安
全
協
会

曲
田
二
番
地
の
八

平
成
三
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

協
会
（
郡
山
北
警
察
署

会
長

森

隆

内
）

二

郡
山
市
富
田
町
字
下
曲

田
二
番
地
の
八

有
限
会
社
古
市

東
白
川
郡
矢
祭
町
大

同

有
限
会
社
古
市
石
油
店

石
油
店

字
東
舘
字
反
田
一
七

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字

番
地
一

東
舘
字
反
田
一
七
番
地

一

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
三
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
二
月
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

蛭
田

智
恵

い
わ
き
市
山
玉
町
修

平
成
二
八
年
四
月
一
日
か
ら

東
田
簡
易
郵
便
局

路
三
一
番
地

平
成
三
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

い
わ
き
市
東
田
町
一
丁

目
二
七
番
地
の
九

新
常
磐
交
通
株

い
わ
き
市
明
治
団
地

同

常
交
自
動
車
学
校

式
会
社

四
番
地
の
一

い
わ
き
市
内
郷
御
厩
町

川
向
一
○
番
地

西
丸

和
彦

い
わ
き
市
小
名
浜
字

同

西
丸
商
店

辰
巳
町
三
六
番
地
の

い
わ
き
市
小
名
浜
字
辰

五

巳
町
三
六
番
地
の
五

小
野

真
弓

い
わ
き
市
常
磐
湯
本

同

お
の
や

町
下
浅
貝
六
九
番
地

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町

の
六

下
浅
貝
六
九
番
地
の
六

合
資
会
社
大
正

い
わ
き
市
常
磐
湯
本

同

合
資
会
社
大
正
金
物
店

金
物
店

町
八
仙
一
番
地

い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町

八
仙
一
番
地

株
式
会
社
定
勝

い
わ
き
市
平
豊
間
字

同

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
い
わ

丸
ス
ト
ア
ー

合
磯
二
五
一
番
地

き
豊
間
店

い
わ
き
市
平
豊
間
字
兎

渡
路
二
二
番
地
の
一

有
限
会
社
ア
イ
・

い
わ
き
市
中
岡
町
六

同

パ
ー
ト
ナ
ー
保
険

ア
ー
ル
・
ケ
イ

丁
目
一
二
番
地
の
一

い
わ
き
市
中
岡
町
六
丁

四

目
一
二
番
地
の
一
四

（
出
納
総
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
七
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

有
限
会
社
バ
ー

福
島
市
宮
代
字
前
畑

平
成
二
八
年
四
月
一
日
か
ら

有
限
会
社
バ
ー
ク
レ
イ

ク
レ
イ

二
一
番
地

平
成
三
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

福
島
市
鎌
田
字
町
東
四

番
地
の
一
○

福
厚
企
画
株
式

福
島
市
五
老
内
三
番

同

福
島
市
五
老
内
三
番
一

会
社

一
号

号
（
福
島
市
役
所
内
売

店
）

福
島
県
庁
消
費

福
島
市
杉
妻
町
五
番

同

福
島
県
庁
消
費
組
合
自

組
合

組
合
長

七
五
号

治
会
館
売
店

藤
島

初
男

福
島
市
中
町
八
番
二
号

安
田

荘
三

福
島
市
松
川
町
字
土

同

松
文
堂

腐
五
番
地
の
三

福
島
市
松
川
町
字
本
町

二
四
番
地

斎
藤

好
則

福
島
市
泉
字
仲
田
一

同

店
い
ず
み

三
番
地
の
五

福
島
市
泉
字
仲
田
一
三

番
地
の
二

有
限
会
社
杉
妻

福
島
市
清
水
町
字
東

同

有
限
会
社
杉
妻
自
動
車

自
動
車
練
習
所

壇
九
番
地

練
習
所

福
島
市
清
水
町
字
東
壇

九
番
地

小
島

弘
嗣

伊
達
市
保
原
町
字
九

同

リ
ビ
ン
グ
シ
ョ
ッ
プ
小

丁
目
三
番
地
一

島伊
達
市
保
原
町
字
九
丁

目
三
番
地
一

石
橋
建
設
工
業

本
宮
市
高
木
字
舟
場

同

本
宮
自
動
車
学
校

株
式
会
社

二
二
番
地

安
達
郡
大
玉
村
大
山
字

狐
森
一
八
番
地

渡
辺

幸
子

安
達
郡
大
玉
村
玉
井

同

渡
辺
幸
子
行
政
書
士
事

字
西
庵
九
六
番
地

務
所
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本
宮
市
本
宮
字
一
ッ
屋

四
四
番
地
四

宗
田

英
昭

東
白
川
郡
棚
倉
町
大

同

有
限
会
社
宗
田
商
事

字
棚
倉
字
新
町
三
一

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字

番
地
一

棚
倉
字
新
町
三
一
番
地

一

福
島
県
庁
消
費

福
島
市
杉
妻
町
五
番

同

福
島
県
庁
消
費
組
合
南

組
合

専
務
理

七
五
号

会
津
合
庁
売
店

事

大
槻

隆

南
会
津
郡
南
会
津
町
田

一

島
字
根
小
屋
甲
四
二
七

七
番
地
の
一

（
出
納
総
務
課
）

公

告

公
告
第
五
十
五
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
約
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

指
定
年
月
日

の
所
在
地

有
限
会
社
大
波
商

大
波

紀
仁

福
島
市
大
波
字
岩
崎
五
番
地

平
成
二
八
年
二
月
一

店

の
一

日

（
税

務

課
）

公
告
第
五
十
六
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

鉄
福
島
動
力
車
労
働
組
合
執
行
委
員
長
橋
本
光
一
か
ら
Ｊ
Ｒ
東
日
本
郡
山
総
合
車
両
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
業
務
の
外
注
化
を
や
め
る
こ
と
及
び
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
お
い
て
安
全
や
労
働
条
件
の
低
下
を
招
く
外
注

化
を
や
め
る
こ
と
の
要
求
の
実
現
に
関
し
て
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
、
平
成
二
十
八
年
三
月

九
日
付
け
で
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

日
時

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日

二

場
所

Ｊ
Ｒ
東
日
本
郡
山
総
合
車
両
セ
ン
タ
ー
内

三

概
要

ス
ト
ラ
イ
キ
を
含
む
争
議
行
為
を
行
う
。

（
雇
用
労
政
課
）

公
告
第
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

赤
羽
地
区
に
係
る
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
二
日
完
了
し
た
の

で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

小
今
泉
地
区
に
係
る
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
七
日
完
了
し
た

の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
五
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

矢
吹
原
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

大
竹

良
夫

白
河
市
大
信
下
新
城
字
東
区
八
六
番
地

同

大
木

吉
明

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
踏
瀬
字
長
峯
八
六
番
地

同

本
柳

男

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
休
場
山
五
一
番
地
二

同

浅
井

俊
昭

同

郡
矢
吹
町
東
郷
二
○
一
番
地

同

柏
村

榮

同

郡
同

町
東
長
峰
二
一
七
番
地

同

冨
永

忠

同

郡
同

町
大
池
四
五
九
番
地

同

藤
井

精
七

同

郡
同

町
神
田
南
一
五
番
地

同

井
口

之
榮

岩
瀬
郡
鏡
石
町
豊
郷
三
四
三
番
地

同

大
河
原

悟
朗

同

郡
同

町
桜
岡
六
三
五
番
地

同

⻆
田

一
幸

同

郡
同

町
仁
井
田
五
五
番
地
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同

藤
島

正
𠮷

同

郡
同

町
笠
石
一
二
九
番
地

同

松
川

正
夫

須
賀
川
市
前
田
川
字
宿
六
四
番
地

同

渡
辺

力

同

市
和
田
字
六
軒
九
一
番
地

同

野
崎

吉
郎

西
白
河
郡
矢
吹
町
新
町
一
六
九
番
地

同

遠
藤

栄
作

岩
瀬
郡
鏡
石
町
東
町
五
○
番
地

監
事

長
久
保

重
行

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
踏
瀬
字
長
峯
一
三
○
番
地
三

同

鈴
木

哲
男

同

郡
矢
吹
町
神
田
西
二
二
番
地
二

同

菊
地

次
雄

岩
瀬
郡
鏡
石
町
久
来
石
三
○
五
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

大
竹

芳
一

白
河
市
大
信
下
新
城
字
和
久
一
三
五
番
地

同

本
柳

男

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
泉
崎
字
休
場
山
五
一
番
地
二

同

野
﨑

吉
男

同

郡
同

村
大
字
泉
崎
字
大
堤
下
五
三
番
地
四

同

阿
部

正

同

郡
矢
吹
町
東
郷
九
○
番
地

同

齊
藤

常
治

同

郡
同

町
東
長
峰
二
一
八
番
地

同

冨
永

忠

同

郡
同

町
大
池
四
五
九
番
地

同

鈴
木

哲
男

同

郡
同

町
神
田
西
二
二
番
地
二

同

佐
藤

征
男

岩
瀬
郡
鏡
石
町
豊
郷
中
二
○
八
番
地

同

佐
藤

幸
一
郎

同

郡
同

町
桜
岡
八
八
番
地

同

⻆
田

一
幸

同

郡
同

町
仁
井
田
五
五
番
地

同

藤
島

正
𠮷

同

郡
同

町
笠
石
一
二
九
番
地

同

矢
吹

盛

須
賀
川
市
前
田
川
字
広
町
一
一
一
番
地
四

同

佐
藤

信
雄

同

市
花
岡
三
○
番
地

同

野
崎

吉
郎

西
白
河
郡
矢
吹
町
新
町
一
六
九
番
地

同

遠
藤

栄
作

岩
瀬
郡
鏡
石
町
東
町
五
○
番
地

監
事

長
久
保

重
行

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
踏
瀬
字
長
峯
一
三
○
番
地
三

同

菊
地

次
雄

岩
瀬
郡
鏡
石
町
久
来
石
三
○
五
番
地

同

円
谷

一
正

須
賀
川
市
六
軒
九
四
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公 告 第 ６ ０ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 1条 及 び 福 島 県 財 務 規
則 （ 昭 和 3 9年 福 島 県 規 則 第 1 7号 ） 第 2 7 4条 の 1 1第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 2 8年 ３ 月 1 8日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量
電 磁 的 安 全 性 評 価 試 験 シ ス テ ム 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 1 6号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
平 成 2 8年 ３ 月 ４ 日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 東 陽 テ ク ニ カ 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 一 丁 目 １ 番 ６ 号

５ 落 札 金 額
1 4 5 , 8 0 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
平 成 2 8年 １ 月 2 2日

（ 入 札 用 度 課 ）


